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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 6 年 1 1 月 6 日 ( 2 0 2 4 . 1 1 . 6 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 第 １ 面 を 有 す る 第 １ 絶 縁 層 と 、
　 前 記 第 １ 面 に 位 置 す る と と も に ビ ア ホ ー ル を 有 す る 第 ２ 絶 縁 層 と 、
　 前 記 第 ２ 絶 縁 層 を 貫 通 す る ビ ア 導 体 部 と 、
を 備 え 、
　 前 記 ビ ア 導 体 部 は 、 前 記 第 １ 面 に 位 置 す る ビ ア ラ ン ド 導 体 と 、 該 ビ ア ラ ン ド 導 体 に 接 す  
る と と も に 前 記 ビ ア ホ ー ル に 位 置 す る ビ ア ホ ー ル 導 体 と を 有 し て お り 、
　 前 記 ビ ア ラ ン ド 導 体 は 、 前 記 ビ ア ホ ー ル 導 体 と 接 す る 接 続 部 を 含 む 第 １ 層 と 、 該 第 １ 層  
の 前 記 第 １ 絶 縁 層 側 と 接 す る 第 ２ 層 と を 、 少 な く と も 有 し て お り 、
　 前 記 ビ ア 導 体 部 は 、 前 記 接 続 部 を 介 し て 前 記 第 １ 層 と 前 記 ビ ア ホ ー ル 導 体 と に 跨 る 連 続  
結 晶 を 有 し て お り 、
　 前 記 第 １ 層 の 第 １ 結 晶 粒 度 は 、 前 記 第 ２ 層 の 第 ２ 結 晶 粒 度 と 異 な る 、
配 線 基 板 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 第 ２ 結 晶 粒 度 は 、 前 記 第 １ 結 晶 粒 度 よ り も 大 き い 、 請 求 項 １ に 記 載 の 配 線 基 板 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 ビ ア ラ ン ド 導 体 は 、 前 記 第 ２ 層 の 前 記 第 １ 絶 縁 層 側 と 接 す る 第 ３ 層 を 、 さ ら に 含 み  
、
　 前 記 第 １ 結 晶 粒 度 お よ び 前 記 第 ３ 層 の 第 ３ 結 晶 粒 度 は 、 前 記 第 ２ 結 晶 粒 度 よ り も 小 さ い  
、 請 求 項 １ に 記 載 の 配 線 基 板 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 第 １ 層 の 前 記 第 ２ 絶 縁 層 側 表 面 の 算 術 平 均 粗 さ は 、 前 記 第 ３ 層 の 前 記 第 １ 絶 縁 層 側  
表 面 の 算 術 平 均 粗 さ よ り も 小 さ い 、 請 求 項 ３ に 記 載 の 配 線 基 板 。
【 請 求 項 ５ 】
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　 前 記 第 １ 層 の 厚 さ は 、 前 記 第 ２ 層 の 厚 さ お よ び 前 記 第 ３ 層 の 厚 さ よ り も 大 き い 、 請 求 項
３ に 記 載 の 配 線 基 板 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か に 記 載 の 配 線 基 板 と 、 該 配 線 基 板 の 実 装 領 域 に 位 置 す る 電 子 部  
品 と を 含 む 、 実 装 構 造 体 。


	header
	written-amendment

